
代表取締役　福岡　次郎 印鑑不要

高齢のため事業を承継

令和3年9月3日　福岡県知事登録第OOOOOOO号

令和3年9月3日　福岡県知事登録第OOOOOOO号

6　　　　4　　　1

譲り渡す人の番号

・元々、電気工事業を行っており、今回さらに事業を承継する場合は、
　自分が持っている元々の番号を記載。
・元は電気工事業を行っておらず、今回、承継して新規に開始する場合は、
　譲り受ける番号を記載。

譲り受ける人の番号

記載例は、事業継承の場合。
法人化の場合は、「承継の原因」が「会社設立に伴う法人化のため」となる。

092　　　643　　OOOO
福岡市博多区博多駅前3丁目O-O

△△電業（株）

法人にあっては法人番号 OOOO-OO-OOOOOO


